
 
 

 

 

 

 

令和８年３月 12日   

企画調整Ｇ（内線 2647） 

 

「令和７年度 第２回 えひめ建設業ＢＣＰ等審査会」の結果について 

～災害時に地域の守り手が活躍するための計画を審査しました～ 

 

大規模災害時において地域の守り手である建設会社が早期に企業活動を再開して、被災

後速やかにパトロ－ルや応急復旧活動を行い、地域の安全・安心を早期に確保するには、

建設会社があらかじめ「事業継続計画（ＢＣＰ）」を策定しておくことが重要となります。 

県では、地域の防災力向上を目的として、平成 23年度から「建設業 BCP」策定の普及・

啓発に努めており、今回「令和７年度 第２回 えひめ建設業ＢＣＰ等審査会」を開催し

下記のとおり認定しましたので結果をお知らせします。 

 

１ えひめ災害時のＢＣＰ等認定会社について 

等級 新規 継続 計 

Ｓ等級 １社 11社 12社 

Ａ等級 ２社 46社 48社 

Ｂ等級 15社 11社 26社 

その他  1社 1社 

計 18社 69社 87社 
 

 

認 定 日：令和８年３月９日 

（詳細は別紙のとおり） 

 

   ２ 令和８年度第１回の認定申込期間について 

     令和８年６月１日（月）から７月３日（金）まで。 

 

【参考】えひめ建設業ＢＣＰ等審査会について 

えひめ建設業ＢＣＰ（事業継続計画）等審査会は、建設関連企業の事業継続計画等

について審査・認定するとともに、認定企業を公表することにより、ＢＣＰ策定を促

進させ、地域防災力の向上を目的としています。 

 

〔問合せ先〕 

 愛媛県土木部土木管理局土木管理課技術企画室企画調整Ｇ 

 ［〒790-8570 愛媛県松山市一番町４丁目４－２］ 

     電 話 089-912-2647 

     ＦＡＸ 089-912-2653 

土木部 土木管理局 
 土木管理課 技術企画室 


